
(1)事業者募集 県又は市が募集要項にガイドラインの留意を明記

運用手順のフロー（民間事業者が主体の場合）

(3)事業者決定・協定締結 県又は市はガイドラインの留意を明記

(4)事業者がチェックシート及び設計図書等を作成し、事務局に原本を提出、
施設管理者に写しを送付

(5)事務局が都市景観アドバイザーに相談

(6)事務局が事業者に意見書を送付、
施設管理者に写しを送付

(7)事業者が回答書・必要な設計図
書を速やかに送付

(9)事業者が設置許可、占用許可等申請
施設管理者が許可条件にガイドラインの留意を明記

(8)事務局から事業者へ意見なしの旨を通知、施設管理者へ写しを送付
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※要する期間については、目安です。できるだけ早い段階で(4)の書類を提出してください。

(2)事業者が早期段階で事務局に相談

必要に応じて


